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【事案の概要】
　本件登録意匠（登録第1537464号意匠）は、意匠に
係る物品を「コート」とし、意匠法４条２項（新規
性喪失の例外）の適用を申請して意匠登録出願した
ものであるが、登録無効審判が請求され、出願前に

意匠権者自身がインターネットで公開した「コクー
ンコート」（メーカー品番：24422350）の「オフ白」
の商品に係る意匠（引用意匠）に類似し、かつ引用
意匠に基づき創作容易であるとして、登録無効の審
決がされたところ、意匠権者（原告）が、この審決
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の取り消しを求めたものである。
　本件登録意匠と引用意匠は「唯一の差異点」が「色
彩の差異」であり、両意匠が類似することに争いは
なく、実質的な争点は、意匠法４条２項の適用を申
請した「公開意匠」と「引用意匠」の同一性である。
審決は、公開意匠にはフードのファーがなく引用意
匠と実質的に同一とは認められず、「引用意匠」は意
匠法４条２項の適用となる「公開意匠」には含まれ
ないものであり、本件登録意匠は無効理由があると
している。

【判旨】（アンダーラインは筆者が記入）
１　取消事由２（公開意匠と引用意匠の実質的同一

性についての判断の誤り）及び取消事由３（意匠

法４条２項の適用に関する判断の誤り）について

（１）　取消事由２及び３は、いずれも、本件審決
が引用意匠について新規性喪失の例外（意匠法
４条２項）の適用を認めなかったことが誤りで
あると指摘する点においては、同趣旨の主張で
あると解されるから、以下、併せて検討する。

（２）　意匠法４条２項は、意匠登録を受ける権利
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